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2022年 5月6日

各位

サザ、ンヒル八事分譲住宅管理組合

理事長山内俊二

第 30回通常総会ご案内

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当管理組合の運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

サザンヒル八事分譲住宅管理組合の第 30回通常総会を下記のとおり開催いたしますが、現

在もなお、新型コロナウイルス感染症が拡大しております。本資料配布時点では、緊急事態宣

言は解除されておりますが、感染拡大防止の観点から、接触感染リスク低減、クラスター発生

防止のため本年度の総会には極力「委任状jもしくは「議決権行使書Jにて権利を行使いただ

きますようお願い申し上げます。議案への質問がある方は、出欠通知裏面の<質問書>に記

載の上、ご提出をお願いいたします。

感染症の拡大防止の観点から、何卒組合員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

※委任状または議決権行使書提出先

2022年 5月 15日(日)までに管理人窓口または管理事務所ポストへ投函してください。

開催日時

開催場所

<報告承認事項>

2022年 5月 22日(日)

午前10:00"'"'12:00

サザンヒノレ八事集会所

1 2021年度管理組合業務活動報告

2 2021年度規約集改正検討委員会活動報告

3 2021年度管理組合会計収支決算報告

4 2021年度管理組合監査報告

5 2022年度管理組合役員選出

<審議事項>

1 2022年度管理組合業務計画(案)

2 規約集改正に関する件(特別多数決議)

3 自然林高木枝打ち3ヵ年計画見直しに関する件

4 電子ブレーカー導入に関する件

5 2022年度管理組合会計収支予算(案)

敬具

※出欠通知兼委任状、議決権行使書及び意見書は本書の一番後ろに添付しておりますので、

ホチキスから切り離して内容をご記入のうえ、提出願います。

※本総会開催に先立ち、 5月 22日9時 30分からは日本総合住生活株式会社主催の

重要事項説明会が開催されます。
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第30回通 常 総

議案書

AQE 

日時 2022年5月22日〈日〉

( 10:0い 2:00

揚所 サザンヒル八事集会所

( 

※当日は本書を持参して下さい。

※会場内は禁煙です。

ー サザンヒル八事分譲住宅管理組合
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報告承認事項 4-1 2021年度管理組合業務活動報告

( 1 ) 2020年度からの引継事項

表 4. 1. 1 2020年度理事会からの引き継ぎ事項ならびに第 29回総会意見

No. 引継事項 活動

管理費の収支改善策の継続審
照明器具父換作業などの軽微な修繕については、地

01 
議

場の工事業者を活用する等の経費削減に努めまし

た。今後とも経費削減に努力してください。

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点からイベン

02 
サザンヒル八事防災会防災計 ト活動は自粛しました。防災計画の確認及び災害時

画の周知 の各種対応策のシミュレーションの具体化を促進し

て下さい。

マナー問題(ゴミ出し・迷惑駐
居住者からの相談事項に対しを理事会にて対応検

03 
車・騒音等)の注意喚起

討、ハビテーションにて適宜注意喚起を行いました。

引き続き必要に応じて対応して下さい。

サザンヒル八事分譲住宅管理
不要文書の整理に努めました。継続的に管理をして

04 ください。併せて、クラウド上のデータ管理の運用
組合保存文書の継続管理

を開始しました。

。
05 

給湯器給排水管等漏水に係る 過去の対応記録を確認しました。今後同様のトラブ

対応の検討 ル発生時には対応が必要です。

副理事長がオブザーバーを兼任し、規約改正検討委

06 規約改正検討委員会との連携
員会との連携に努めました。委員会における継続検

討課題があるため、次期においても委員募集をおこ

なってください。

07 
駐車場抽選会等のWEB活用 前期構築されたシステムの改良に努め、本年度の駐

方法に関する検討 車場抽選会もWEBを活用することができました。

08 
各種保存書類のクラウド管理 前期役員の協力も得ながら、各種保存書類のクラウ

化の検討 ド管理を開始しました。

理事会運営方法に関する検討
次期理事会への申し送り事項といたします。今期は

09 
(役員のなり手不足解消等)

規約改正検討委員会において検討を進めてまいりま

した。

。
受水槽の劣化に加え、給水本管の水漏れも頻発した

10 受水槽劣化対策に関する検討
ことから、給水方式の変更を含め、大掛かりな対策

の検討を開始しました。 JSの協力を得ながら詳細

検討を継続願います。

‘' 
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(2)委託業務等に関する項目

定期的な点検及び清掃等の委託業務等について、以下のように実施しました。

表 4. 1. 2 委託業務実施状況

項目 委託
計画 実施
回数 回数

給水設備点横 *1 6 6 

貯水槽清掃 *1 

雑排水管清掃 キ1
ト“…….__.....一一品 一一トーω-_.-一一一一

エレベーター点検 *2 4 4 
ト一一色一一一“一“一山一““一ω一一一山 ………… 

設備 防犯カメラ機器点検 *2 
ト町山ω ・・….....・・ …a…・・・…・・・・・・・・・・一一一一ー 一一一一

機械式駐車揚点検 *3 4 4 
一一....…山山…................ 山“・・・......・・・・.-トー“ …山

消防設備法定点検 *1 2 2 
一一一一一一 一“・....山崎ω.--.. ・....“一

電気設備保安点検 *4 2 2 
トωー・“山…....... 一一一

自動ドア保守点検 *5 2 2 

共用廊下特別清掃 *6 4 4 
一一一._-.__.・......・-一…... ........ .. ・...“・-山山“・・・・…ー

清掃
ルーフJ'¥Jレコ二一清

*6 掃
・m・......ー・..............“山・・・・…町一…ω---... ←“一一・'"一 トーω.....

エレベーターかご内
*6 2 2 清掃

莞定 *7 3 3 
仰向・・・田町・山・....“・・......・-・.........“・・.........・-・......・-・・..... ...・......“"“"・ ト…・・・・・・e・田町・ ““"“・.......“

消毒・施肥 *7 2 2 
植栽 一一…一-_.・a・・........・......一一一一一一一トーー一一一一一一.…

除草 *7 2 2 
一一一一一一一一一一一“一一“山一一一一一

草括管理 *7 4 4 

* 1日本総合住生活(樹

*2三菱電機ビルテクノサービス(械

*3新明和パークテック(樹

*4中部電気保安協会

*5寺岡オートドアシステム(械

*6中日コプロ(械

* 7 ~樹豊造薗

5 6 718 9 10 
月 月 月月 月 月

• e' • e! 

一 …一一

1 
...-・....白叫四・…・"・• .自由m・・ー

.“ ・.“・......_.“...~・・・・a 一一"・・ー• • ““… …一一........... 一一一 山一一一• f-......・... .........“・ “"・........ 一一…• 一・“ 一一一… ... .. “・6・. 山"“ω 一“・• • • 一....・・・・・一 "・…....<--・・.........卜……“ 一.......• 卜…- 一一ー …...-.... -・........叫

• • 一"• 一一目一- …...山山・.....~』…・• ““"・・・・u

山山山町一

一「¥
同.....銅山ι凶......... • 

11 12 2 3 4 
月 月 月 月 月 月

• • 
日十• 一….... 一 …"ーω同一• -一一一 一凶一一一

川町 .山 a・・ .... 」一山"トω …一 ~..........--

• • m ・・.-ω 一...・・・一 目…白"・"“一 -・..........・ω 一-一-• 一一・ “._- 一一• 一一 ...........--・・......‘"一…• • • 】 4・m ・--一 一一一一

同......・・一-山・....--・・… ‘"・.....“・・・M• • • .....・・・・ω 1-"山 ト~… “・"“....“山 "“…ー• 一一・. .......“....・-・..........“ ...... ・・....“ ト山・.....』 ω....一

• -・4・・・......-一…』一… 一一山 .._.山由 ......・・・・・...• • 

*雑排水管清掃は例年9月""11月頃実施してますが、本年度は 1月実施となりました。
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表 4.1.3 委託業務報告書 (4/4)

1t.急~:工観a.
~，作家状況写真

"''';M 

亀且長崎.
~'''-''- ・:t，:t;，.仏陀t........・一

ゑ車忠
一"_.，，-一旦里担里湖高足… 一

1主』開"..~..， 一打'I/.l!t.‘/1"説明11'_匂白、 一-

.u皐11.....、
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(3)修繕・補修工事に関する項目

①建物共用部分及び外構部分について、以下のように修繕等を実施しました。

表 4. 1.4 修繕等実施状況(一般会計)

件名 営繕費
保険金 管理組合

入金 負担

天井漏水調査工事 29， 700円 0円 29， 700円

2 3号棟東側樋金物取替工事 33， 000円 0円 33， 000円

管理室入口照明取替工事 21， 780円 0円 21， 780円

4 管理室入口スイッチ取替工事 5， 390円 0円 5，390円

5 駐車場部品交換工事 103， 400円 0円 103， 400円 O 
庭園灯交換工事 58， 300円 53， 130円 5， 170円

7 駐車場部品交換工事 158， 070円 160， 677円 .2，607円

8 1号棟散水栓補修工事 23， 100円 O円 23， 100円

9 3号棟駐輪場照明点灯方式変更工事 16， 390円 0円 16， 390円

10 減圧弁取替工事 60， 500円 O円 60， 500円

11 移動式粉末消火設備取替工事 589， 600円 576， 770円 12， 830円

12 給水棟照明取替工事 28， 600円 円 28， 600円

13 照明器具取替工事 25， 960円 円 25， 960円

。
14 警報発報調査 14， 300円 円 14， 300円

計 1，168，090円 790， 577円 377， 513円

表 4. 1.4 修繕等実施状況(全体修繕積立金会計)

件名 管理組合負担

1 I設備点検不具合指摘箇所改修工事 930， 160円

8 



表 4. 1.4 修繕等実施状況(棟別修繕積立金会計)

件名 管理組合負担

共用廊下建具フランス落とし取替調整工事 352， 000円

(4 )運営・管理・その他に関する項目及び審議事項

管理組合運営・管理・その他について、以下の活動を行いました。

表 4.1.52021年度理事会実施状況

開催 日 検討内容 広報

01 
2021 • 2020年度理事会からの引継事項確認

第 267号
6/19 • 2021年度検討課題の整理

-電子ブレーカー導入について検討

( 
02 7/10 -防災用品追加購入について検討 第 268号

-規約集改正委員募集方法について検討

-電子ブレーカー導入について検討

03 8/21 -規約集改正委員募集アンケートの実施について検討 第 269号

-ポータルサイトの閲覧制限について検討

04 9/18 
-近隣マンションへの高木空中越境について検討

第 270号
-駐輪場整理について検討

-規約集改正委員会のメンバ一決定

05 10/16 -近隣マンションへの高木空中越境について検討 第 271号

-自然林 3ヵ年計画見直しについて検討

06 11/20 
-近隣マンションへの高木空中越境について検討

第 272号
-自然林3ヵ年計画見直しについて検討

07 12/18 
-規約集改正委員会との連携開始

第 273号
-次期役員候補の決定及び顔合わせ会日程について検討

08 
2022 • JSリリーフ加入について検討

第 274号
1/22 -総会までのスケジュールについて検討

( 
09 2/19 

-給水管及び受水槽劣化対策について検討開始
第 275号

-総会議案構成について検討

-第 30回通常総会議案について検討

10 3/19 -駐車場抽選会実施内容について検討 第 276号

-資源ゴミ回収作業について検討

-第 30回通常総会議案について検討

11 4/23 -駐車場抽選会の開催前最終打合せ 第 277号

-規約改正委員会との総会審議内容最終打合せ

12 5/21 
-仮)第 30回通常総会の議事の進め方について 仮

-仮)2022年度理事会役員等への事務引き継ぎ 第 278号
」

注:12回目については議案書作成・配布時点での“見込み"です

9 



( 5) 2022年度への引継事項

1)管理費会計の収支改善策の継続審議(継続)

2)サザンヒル八事防災会防災計画の周知(継続)

3) マナー問題(ゴミ出し・迷惑駐車・騒音等)の注意喚起(継続)

4)サザンヒル八事分譲住宅管理組合保存文書の継続管理(継続)

5)給湯器給排水管等漏水に係る対応の検討(継続)

6)管理規約改正検討委員会との連携(継続)

7)駐車場抽選会等のWEB活用方法に関する検討(継続)

8) 各種保存書類のクラウド管理化の検討(継続)

9)理事会運営方法(役員のなり手不足解消等)に関する検討(継続)

10)受水槽劣化対策に関する検討(継続)

11)防犯カメラリース満了に伴うセキュリティ向上対策(増設)に関する検討

報告承認事項 4-2

2021年度規約集改正検討委員会活動報告

(詳細は次ページ以降ご参照)
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規約集改正検討委員会報告書

委員(敬称略、順不同):佐藤(委員長、 1・703)、足立(2・108)、石谷(2-505)、白井(3・701)

オブザーパー(敬称略): 加藤佳子(副理事長)、羽方順一(JS)

規約集改正検討委員会は 2021年 11月から 2022年 4月まで、 6回にわたり、サザ、ンヒル管理規約を中心

に、細則、協定、覚書について検討を重ねてきたD その活動報告を行うとともに、 2022年 4月の理事会、

および 5月の総会に対して規約、細則、協定等の改定および 2022年度における新たな活動を提案するD

1.提案のポイント

国土交通省が提供する標準管理規約に基づいた改定が必要で、あるとの意見がまとまったD しかし標準

管理規約には棟総会や建て替えについての項目まで含まれており、それを含めた改定は大掛かりになり

( すぎる。そこで今回提案する改定案では

・電磁的方法の導入

・副理事長 2名体制

を中心として絞り込んだ、D そして標準管理規約に基づいた(大がかりな)改定は今後の活動において検討

することとした口

資料:サザ、ンヒル管理規約改定案、新旧対照表、新管理規約変更等分類

2.役員候補選出に関する申し合わせ事項の改定

現在の理事会が抱える問題、特に理事長に負荷が集中しすぎていること及び管理組合員の高齢化によ

る理事不足の恐れを指摘し、その対策について検討したoそれに基づき、副理事長を2名(各棟から理事

長ないし副理事長を担当)とする、役員免除の条件を緩和する等とする改定案を作成した。

( 資料:新しい理事会の方向性、役員候補選出に関する申し合わせ事項改定案

3.共同生活の秩序維持に関する協定の改訂

身体障害者補助犬法の施行により、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助

犬及び聴導犬)の飼育を可能にする協定の改訂を提案する。

資料:共同生活の秩序維持に関する協定改定案

4.申請書の改定案

申請書における押印廃止を主眼とした改定案を提案する。

資料:サザ、ンヒル八事分譲住宅掲示など申請書改定案、サザ、ンヒル八事集会所使用申請書改定案、模

様替等申請書改定案

11 



5.今後の活動

本委員会の 2021年度の活動は終了した。しかし標準管理規約と比べて外部の専門家の活用や、棟総

会および、建て替えについての議論が不十分で、あり、改定案に生かすことができなかったD 具体的には、

・標準管理規約ベースへの管理規約の移行

・外部専門家の活用の検討

・組合と町内会のあるべき姿の検討

が課題として残っている。次年度以降も規定改正委員会のような活動が必要と考えるD また駐車場の EV

対応、建物の断熱化(特に窓枠や窓)の検討も必要であろう。このようなサザンヒル八事分譲住宅をよりよく

するためのアイデアの募集・検討・理事会への提言などの活動を行う「アドバイザリーボード」の設置が望ま

しい。これは規定改正委員会の発展形、もしくは互いに協調して活動する形態がよいのではないかと考え

る。

参考資料:

-委員会のためのページ https://s-yagoto.sakura.ne.jp/RegulationRevisionJ

・委員会のメーリングリスト sh_kiyakukaitei@ googlegroups.com 

12 
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報告承認事項 4-3

2021年度管理組合会計収支決算書

(詳細は次ページ以降ご参照)

【概要(収支決算書)】

1)一般会計

(雑収入)

内訳は、受取保険金 790，577円、 NTTフレッツ光装置電気使用料 97，001円、 KDDIインタ

ーネット設備電気使用料 34，224円、規約販売・コピー代金 15，190円です。

2)全体修繕積立金会計

-第 29回通常総会の決議に基づき、設備点検不具合指摘事項の改修工事を実施しました。

(930，160円)

(棟別修繕積立金会計)

-第 29回通常総会の決議に基づき、共用廊下建具フランス落とし取替調整工事を実施しまし

た。 (352，000円)

13 



収 入

工頁 自 本年度予算

組 メロb、 費 20，862，000 

集会所使用料 20，000 

雑 収 入 300，000 

銀行手数料収入 220，000 

計 21，402，000 

前期繰越金 12，893，249 

メ口〉、 計 34，295，249 

2021年度管理費等収支報告書
2021年4月1日"'-'2022年3月31日

サザンヒル八事分譲住宅管理組合(単位:円)

の 吾日 支 出 の 音日

収入金額 内 訳 項 目 本年度予算 支出金額 内 訳

20，862，000 
管理事務費

4，963，200 4，963，200 組合費請求他
(窓口・会計)

10，200 敷地内清掃費 2，607，000 2，541，000 コミ置場通路清掃

936，992 
NTT使用料・

光 熱 費 2，200，000 2，215，937 共用部電気代他
保険金他

216，810 世気設備点検費 74，976 74，976 年2回

管理業務運営費 1，000，000 707，358 コピー機リース・電話料金他

銀 行 振 込 手 数 料 220，000 227，527 手数料

営 繕 費 1，350，000 1，204，390 
共有部分修繕

工事他

植栽管理費 1，700，000 1，620，000 欝定施肥等

消 防設 備点 検費 1，019，700 1，019，700 年2回

エレベーター保守点検 2，349，600 2，349，600 

防犯カメラリース費 843，120 843，120 

自動ドア保守点検 176，000 176，000 年2回

宅配ボックス保守費 200，000 198，000 

雑排水管清掃 1，148，400 1，047，200 

新マンション総合保険 2，198，380 2，198，380 

防災用品購入代 100，000 65，340 

自然林高木枝打ち 700，000 700，000 

駐車場料金へ振替 480，000 480，000 来客用4台

予 備 費 1，000，000 12，184 

22，026，002 計 24，330，376 22，643，912 

12，893，249 次期繰越金 9，964，873 12，275，339 

34，919，251 メ口え 計 34，295，249 34，919，251 
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収 支報告
2021年4月 1 日 ~2022年3月 31 日

三主
巨ヨ

、'‘. . - I _;"  

収 入 の 支 出 の 音日

工頁 自 本年度予算 収入金額 内 訳 項 目 本年度予算 支出金額 内 訳

水 道 料 金 10，000，000 9，311，289 各戸より 支払水道料金 9，000，000 8，195，963 市水道局へ支払

貯水槽清掃 104，500 104，500 

給水ホ。ンフ。保守点検 244，200 244，200 

水道メ一歩一取替工事 。 0次回2028年予定

計 10，000，000 9，311，289 計 9，348，700 8，544，663 

前期繰越金 11，993，053 11，993，053 次期繰越金 12，644，353 12，759，679 

メ口〉、 計 21，993，053 21，304，342 メ口入 計 21，993，053 21，304，342 

H茎 支 室長 主ヒ
口

2021年4月 1 日 ~2022年3月 31 日

主
目

.. ， -.モー" . ，噌

収 入 の 部 支 出 の

項 目 本年度予算 収入金額 内 訳 項 目 本年度予算 支出金額 内 訳

駐車場料金 15，610，800 13，878，740 駐車場保守管理費 2，898，720 2，898，720 

組合費より 480，000 480，000 来客用4台 電 AヌゴL 料 金 160，000 149，320 

保 険 料 220，000 205，110 

消 耗 ロロロ 費 50，000 。

計 16，090，800 14，358，740 計 3，328，720 3，253，150 

前期繰越金 219，748，805 219，748，805 次期繰越金 232，510，885 230，854，395 

ぷ口与、 言十 235，839，605 234，107，545 ぷ口与、 計 235，839，605 234，107，545 
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収 支報告
2021年4月1日"'-'2022年3月31日

重主
Eヨ

(全体修繕積立金) (単位:円)

収 入 の 支 出 の

項 目 本年度予算 収入金額 内 訳 項 目 本年度予算 支出金額 内 訳

修繕積立金 1，098，000 1，098，000 4多 繕 費 930，160 930，160 
設備点検不具合

指摘箇所改修

雑 収 入

計 1，098，000 1，098，000 計 930，160 930，160 

前期繰越金 111，097，395 111，097，395 次期繰越金 111，265，235 111，265，235 

メロ~ 計 112，195，395 112，195，395 メロb、 計 112，195，395 112，195，395 

収 支 室長 左ヒ
口

2021年4月1日"'-'2022年3月31日

三主
Eヨ

(棟別修繕積立金) (単位:円)

収 入 の 支 出 の 音B

項 目 本年度予算 収入金額 内 訳 項 目 本年度予算 支出金額 内 訳

l 号 棟) 1 でEコT 棟

棟別修繕積立金 8，912，400 8，912，400 修 繕 費 255，400 235，400 フランス落敢替他

計 8，912，400 8，912，400 計 255，400 235，400 

前期繰越金 69，667，084 69，667，084 次期繰越金 78，324，084 78，344，084 

計 78，579，484 78，579，484 計 78，579，484 78，579，484 

2 号 棟) 2 号 棟

棟別修繕積立金 10，648，800 10，648，800 ~$ 繕 費 136，600 116，600 フランス落取替他

計 10，648，800 10，648，800 計 136，600 116，600 

前期繰越金 67，512，274 67，512，274 次期繰越金 78，024，474 78，044，474 

計 78，161，074 78，161，074 計 78，161，074 78，161，074 

3 号 棟) 3 アEアヨ 棟

棟別修繕積立金 4，596，000 4，596，000 4多 繕 費 20，000 。フランス落取替他

計 4，596，000 4，596，000 計 20，000 。
前期繰越金 40，994，422 40，994，422 次期繰越金 45，570，422 45，590，422 

計 45，590，422 45，590，422 計 45，590，422 45，590，422 

ぷロL 計 ぷロL 計

棟別修繕積立金 24，157，200 24，157，200 修 繕 費 412，000 352，000 フランス落取替他

計 24，157，200 24，157，200 計 412，000 352，000 

前期繰越金 178，173，780 178，173，780 次期繰越金 201，918，980 201，978，980 

メ口~ 計 202，330，980 202，330，980 メrk 計 202，330，980 202，330，980 

O 
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貸ム 畳 文士 昭 表
2022年3月31日

サザンヒル八事分譲住宅管理組合(単位:円)

《

資 産 の 音日 負債及び剰余金の部

項 目 金 額 項 目 金 額

一菱UFJ銀行 239，059，618 組 メ口ミ、 費 255，889，413 

一菱UFJ銀行 323，431，480 組合費 12，275，339 

マンション積立金 O 水道料金 12，759，679 

前払保険料 6，595，140 駐車場料金 230，854，395 

米 収 人斗ム 129，290 

剰 乙メF¥、 人斗ムi 313，244，215 

( 未 収 金 内 訳 ) 修繕積立金 111，265，235 

組合費 38，000 棟別修繕積立金 201，978，980 

口座振替手数料 440 

水道料金 3，850 目リ J戸ζZ fぷL乙 45，600 

駐車場料金 39，000 組合費 19，000 

修繕積立金 2，000 修繕積立金 1，000 

l号棟 31，800 駐車場料金 6，000 

2号棟 。 棟別修繕積立金 19，600 

3号棟 14，200 未払金 36，300 

メ口念、 言十 569，215，528 メ口え 言十 569，215，528 

( 
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残高証明書 ACCOUNTBALANCE CERTIFICATE 

干460-0024

名古屋市中区正木 3丁目 5 -3 0 
ニホンソウゴウジユウセイカツ(カ)エイギ
ヨウプ

サザ、ンヒル人事分譲住宅管理組合会計村本
賢一様

韓襲
hllllllllll"l"lllllllll中111111111111111111111111111111111111tI 

NH9A1A20220402 009990岸

0266 RYBI150D E416 N 11 

25三菱UFJ銀行

作 成 日 令 和 04年04月01日

MUFG Ba政，Ltd.
お取引底八事支宿

電話 052(831) 8181 

K1 

(全口座(勘定科目別)) 

令和 04年 03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

同文のもの 1 J量発行の内第 l号

(266 -1408458 ) 

TH1S 18 TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S) 
W1TH MLWG Bank.Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) 1NDICATED BELOW. 

勘AC定COlJNT A口C座CO番UN号T NO. 残BA高LANCE 

立国立 i南 預 lI乙k 事562

以下余白

-この証明書の金額は訂正いたしません。

(内決済未線認証券類)
BILLS OR CH8CKS FORCOLLECTION 

491 098 事O

・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。

この場合はその金額を i(内決済未確認証券類)Jに表示します。

!-当座貸越(総合)Jには、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます0

・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0011956 
1/1 
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報告承認事項 4-3 

202 1年度監査報告書

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

理 事長山内俊二殿

20之之年タ月以日

監事何本湖毎

監事定 18Ml舎 O 

2021年度財務、及び業務遂行状況の結果を下記のとおり報告いたします。

なお、監査にあたりましては、財務関係書類を詳しく照合、調査しました。

記

1.2021年度管理組合会計の収支報告書の内容及び証拠書類は適正であることを認めます。

監査実施日 2021年 8月 21日

2021年 12月 18日

2022年 4月 23日

2. 2021年度管理組合業務の執行状況は、適正に行われたものと認めます。

20 

以上
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報告承認事項 4-5 

2022年度管理組合役員選出

2022年度管理組合及び町内会役員として(1)(2)の方々を推挙いたします。

(2)の方々については、 2022年 4月より活動を行って頂いております。

以上について、ご承認頂くことを提案いたします。

( 1 ) 2021年度管理組合役員

役職名 氏名〈敬称略〉 キ東 . 号室 ts 当

( 
理事長 根来武史 1-506 

副理事長 内田 達夫 2-707 

理 事 船橋義夫 1-308 会計

理事 小塚哲 也 3-403 議事録

理事 登内 洋人 2-206 
防犯

町内会・防災会副会長

理 事 水野孝一 2-302 施設・植栽・清掃

理 事 小栗真実 1-708 駐車場

《
理 事 津正樹 1-103 

広報(ハピァーション〉

監 事 山内 俊二 1-102 

監事 加藤佳 子 3-402 

( 2 ) 2021年度町内会役員

役職名 氏 名 棟・ 号室 担 当

町内会長 柳原 貞子 2-703 防災会会長

保健委員 佐竹孝友 3-702 
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審議事項 5一1

2022年度管理組合業務計画(案)に関する件

( 1 )理事会日常業務

① 管理組合全般にわたる運営と管理

② 駐車場の運営と管理

③植栽維持管理など

④ 生活上のマナー問題(騒音・迷惑駐車)など

(2 )管理組合業務の委託について

管理組合業務の一部を以下のように委託することを提案します0

• 2021年度と同じ体制の提案となっています。

表 5.1.1 2022年度管理組合業務の委託先提案内容

業務 委託予定業者

① 管理事務 日本総合住生活(株)

② 給水施設点検業務 向上

③ 敷地内清掃業務 中日コプロ(株)

④ 植栽に関する業務 (株)豊造園

⑤ 
エレベーター及び監視カメラ保守点検業

三菱電機ビルテクノサービス(株)
務

⑥ 機械式駐車場保守点検業務 新明和パークテック(株)

⑦ 消防設備点検業務 日本総合住生活鯨)

③ 電気設備保守管理点検業務 (一財)中部電気保安協会

⑨ 自動ドア保守点検業務 寺岡オートドアシステム(株)

⑬ コピー機リース 富士ゼロックス愛知(株)

⑪ 雑排水清掃業務 日本総合住生活(株)

⑫ 貯水槽清掃業務 日本総合住生活(株)

⑬ 宅配ボックス保守管理業務 (株)フルタイムシステム

22 
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※f(2)管理業務の委託についてjの補足

①管理事務(契約先:日本総合住生活株式会社との契約)については、以下の通り

契約内容が変更となります。

変更前 (~2022年5月 31 日) :偶数月月額 413，600円(消費税込)

奇数月月額 454，300円(消費税込)

変更後 (2022年6月 1 日~)偶数月月額 466 ， 400円(消費税込)

奇数月月額 507，100円(消費税込)

※月額 52，800円アッフ。

契約期間 :2022年6月 1 日 ~2025年5月 31 日 (3年契約)

※従来の1年契約から3年契約に変更となります。

※詳細は、日本総合住生活株式会社より別途配布される重要事項説明書をご参照いた

だきますよう宜しくお願い致します。
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審議事項 5-2 

規約集改正に関する件(特別多数決議)

第29回通常総会の決議に基づき、規約集改正検討委員を募集した結果、 4名より立

候補があり、 2021年 11月、規約集改正検討委員会(以下、「委員会」という 0)が

玉式に発足いたしました。

委員会は計6回開催され、委員会検討内容は毎月理事会においても確認してまいりま

した。

今期理事会では、委員会における検討課題が膨大な量になるため、一度に全ての改正

をおこなうことは難しいと判断し、本総会では、以下4点に絞り規約集を改正すること

をご提案いたします。《別添資料あり》

<変更ポイント>

・理事会、総会運営に関する電磁的方法の導入

-共同生活の秩序維持に関する協定の一部変更(身体障害者補助犬の飼育可能()

・役員候補選出に関する申し合わせ事項の一部変更(副理事長 2名体制等

・申請書における押印廃止(集会所使用申請書、模様替え等申請書等)

<変更箇所一覧>

・新設 :規約第2条の 2 (定義)

・一部変更:規約第5条(規約)

・一部変更:規約第20条(届出義務)

・一部削除:規約第 26条(管理対象物の使用)

・一部変更:規約第31条(役員)

-新設 :規約第 32条の 2 (利益相反取引の防止)

・新設 :規約第33条の 2 (役員の欠格条項)

・一部変更:規約第34条(役員の任期)

・一部新設:規約第36条(理事長)

・一部変更・一部新設:規約第45条(招集の手続き)

・一部新設:規約第48条(議決権)
・一部変更:規約即時(議長)~/ 0 
・一部新設・一部変更:規約第51条(総会の会議及び議事)

・一部変更・一部新設:規約第52条(書面又は電磁的方法による決議)

・一部変更・一部新設:規約第53条(議事録)

・一部変更・一部新設:規約第56条(理事会の会議及び議事)

・一部新設:規約第65条(帳簿等の保管)

・一部変更:規約第71条(規約等の保管)

・一部変更:共同生活の秩序維持に関する協定 第3条(禁止事項)

・一部変更:役員候補選出に関する申し合わせ事項 第 1条(役員)

・一部変更:役員候補選出に関する申し合わせ事項 第3条(役員候補の選出)

・一部変更:役員候補選出に関する申し合わせ事項 第4条(順位の変更)

・一部変更:申請書3種

女 20 2 2年度以降も規約集改正検討委員会の活動は継続する方針です。

ご興味がある方は是非ご参加し、ただきますようよろしくお願いいたします。

(募集案内や活動スケジュール等は、ハピテーション等にて別途通知いたします。)
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日
規約集改正検討委員会

( 新 l 旧 I (標品約) I 

(定義) 規約第2条

態2条の 2 この規約において、次に掲げる別総の J立義は、それぞれ (新設)

~:\í 該各号に定める上ころによるつ

一段分所有機 建物の[?(分所有等にち遣する法律(昭和 :37年法律

第 69 .~}。以下[法j という凸)第 2 条第 1 境の区分所有権をい

2..:¥，，_ 
ご r:l::i1:T者法!ñ 6 条第:3 J貨の ~Li1f者をいう。
てて専存在日分 法第 2条第 31奈の専有部分をいう。

凶共Jf:J部分 泌第2条第 4J裂の共用部分(以下!棟の共用部分」

ふとふ 2.......ß.JJ5，必!tB.之条1.~{~L~fU!2.ßtl.}弘法脳[t会~..__(:!0.J~.JFrJ i'也?!ttf1
tt!~分 j ~いう。)ないう。

五土地 法第 65，条のごと地をいう。

六共用部分等 共jfl部分及び!ね燐総設をいう。

.怒号f}f.L総t討議 _...j二地ゑQ~ゑ灼:1im分気:の;二;話jizfJK二I..~._~tz~ごq;?.f.:f.1 ニh車
慾物lli有者が排他的に使用できるi雀手りをし、うハ

八専用使用部分 専用使用機のけ象となっている土地及び共用部

分AJFの部分をいう、、

JL 窓綴(j~j:j法 議 •• :c.11育報処坪:組織を使用する方法その他の情報滞

{えのttPI:tま:主UlIt~2二:るJ.1.司法豆長二どζ汐く E;..zJ::ゑゑ乏しぞ之をに]:;.-
イ送イ言者の使用に係る電子計算機〉受信者の使用に係る電子計算

機とを電気i創設!討議長"で後続した電子情報処王m組織を使用する方法

で、あって、当該電気漁1if;[ti.J線を通じて情報が送f設され、受イ言者の

使用に係る滋..T計算機に備えられたファイルトこ当該情報が記録さ

れるもの

ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報告(:1確実

iこ記録しておくことができる物やもつ"てi綿製するファイノレに'情報

を .~"ê，録したもの(以下;滋般的記録j としづ 0) を交付する )f法

~t..-_阻止:金滋之三三:ム等 '屯気通イ言u目線を:介1:こ:ふ _lilll~主役及誌な2iFi
'I~t: ;.J了備えた映像及び奇声の通イi~lt ~を行うこ土ができる会議システム

等合いう「

十一 適正化法ーマンションの管理の漉正化の推進に関する法律

-.L'V.fむ:...._~.f1:~_~主主義1f.~:_J._.:LfL.:?ぶ主にふ:ー

(規約) (規約) 規約第5条
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

| 新 | 旧 I (標語墨約) I 
第 5条 この規約は、淡第65条に定める f規約j とする。 I第 5条 この規約は、 j主主数合.民公波高:笠伝.~~ttゑ法?約一{総来日立Z_~三 変史)

後?主73室長Eji.λJ0...J~......!.抜iーと"い 2ζL第 6 5条に定める「規約Jとす
る。

2 この規約は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しでも、そ I 2 この規約は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しでも、その

の効力を有する。 I効力を有する。

(届出義務 I(届出義務)

第 20条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにそ|第 20条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにそ

の旨を理事会の定める幾tUI又は電磁的)f訟により組合に届け出なけ| の旨を理事会の定める道直により組合に届け出なければならない。

ればならない。

(管理対象物の使用)

第 26条組合員は、管理対象物をその通常の用法に従って使用しな

ければならない。

2 組合員は、その所有する住宅と分離して管理対象物の持分を処分
することができない。

3 組合員は、管理対象物の使用に関して、組合員の共同の利益に反
する行為をしてはならない。

4 前項の規定は、組合員以外の住宅の占有者に準用する。

(役員)
第 31条組合には、理事長 1名、副理事長 2名、理事2名以上6名

以内及び監事2名(以下「役員」という。)を置く。

(示ut.討すi反虫記念堕ムL
第32 条の 2 役司会!H~上、次 iこ拡げる;場合には、組事会において、~~.亥取

引につき滋繁な事実を均丞乞」笠(J)滋認を受けなければならない。

二銭議於!iH...~.，X法第一:~:ît~2た怜j三管謀総合ーと:取 21去えいよえよ:乞長
よゑ九

二管理!総合が役員以外の者との間において管然組合と :::li該役員と

の手Ij設がキt~l反する取引をしようとするとき。 。

(管理対象物の使用)

第 26条組合員は、管理対象物をその通常の用法に従って使用しなけ

ればならない。

2 組合員は、その所有する住宅と分離して管理対象物の持分を処分す

ることができない。

3 組合員は、管理対象物の使用に関して、組合員の共同の利益に反す

る行為をしてはならない。
4 前項の規定は、組合員以外の住宅の占有者(以下リi有者j とい

之ふとに準用する。

(役員)
第31条組合には、理事長 1名、副理事長 1名、理事2名以上6名

以内及び監事2名(以下「役員」という。)を置く。
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規約第 32条

(変更)

規約第13条

規約第11条

規約第19条

(削除)

規約第37条

(変更)

規約第39条の2

(新設)
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

| 新|旧 I (標EL)i
一〔ゑ践の忽絞ゑ;滋.L...
第 33条の 2 次の各号のしγゲれかに該ヨ~J する者i士、役員となること

ができない。
一精神の織絡の隊容により役員の職務をjj面下jこ執行するに当たっ

て必裂な認知、判断及び;意思疎通を適切に行うことができない

者又は破i縁者で復権を得ないもの

ーだ;鎖性三よcQ2.IfJlf.二銭itJう~.tl.l..ì.三立〉阻献f五二終t?__~J.ム回目:Rftf企部j~主
受け'ることがなくなった Hから 5年を経過しない者

L 暴力 E:rJ .Éミ等(暴力関員又は暴力 [~11 良でなく沿った誌から 5 作拘を
終漁しない者をいう。)

(役員の任期)

第 34条 役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日まで

とし、再任を妨げない。

2 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任

期間とする。

3 役員は、任期満了の後においても、新たに役員が選任されるまで

の問、引続きその職務を行うものとする。

4 役員が立立条第 1項の役員となる資格を喪失した場合において

は、その役員はその地位を失う。

(理事長)
第 36条 理事長は、組合を代表し、総会及び理事会の決議に基づい

て組合業務を執行する。
2 理事長は、法第 65条に定める「管理者j とする。
3 理事長は、通常総会において、前会計年度における組合の業務の執

行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、管理対象物に関し組合が締結した火災保険その他の損害

保険の契約に基づく保険金額並びに管理対象物について生じた損害
賠償金及び不当利得の返還金の請求及び受領について、組合員を代

理する。
5 聴事長は、 J連事会のijx i.訟を受けて、他のJ!:;!Jr~こ、その職務の一部

を委任することができる。
6 組合と潔:事¥公との不IJ設が相反する白事項については、王軍事長;、よ代表

;儀乞:Ïf.ム 42UP…二役場合ぷ長ど I..tムー滋烹~~L必盟主長必:2.1.q?.芸~:l!:だ

(役員の任期)

第 34条 役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日まで

とし、再任を妨げない。

2 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任

期間とする。

3 役員は、任期満了の後においても、新たに役員が選任されるまで

の問、引続きその職務を行うものとする。

4 役員がlitt条第 1項の役員となる資格を喪失した場合においては、

その役員はその地位を失う。

(理事長)

第 36条 理事長は、組合を代表し、総会及び理事会の決議に基づい
て組合業務を執行する。

2理事長は、法第65条に定める「管理者」とする。
3 理事長は、通常総会において、前会計年度における組合の業務の執

行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、管理対象物に関し組合が締結した火災保険その他の損害

保険の契約に基づく保険金額並びに管理対象物について生じた損害
賠償金及び不当利得の返還金の請求及び受領について、組合員を代

理する。
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規約第38条の2

(新設)

規約第38条

(変更)

規約第40条

(新設)

(新設)
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

| 新|旧| || 備考欄 | 

| (標準管理規約

総会M女岱表玄受注一

(招集の手続)

第45条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも 2選問的に、総

会の日時、場所 _(}n~I~ 会議室どを主会主技:..HJ.ピて会議室一家関依するとき.
tt.，..~との鰯j震JLlJ.;î.) 、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して組
合員に発しなければならない。

2 住宅が数人の共有に属するときは、前項の通知は第48条第3項

の規定により届出られた者に対して行う。

3 第 1項の通知は、組合員が組合にあらかじめ通知を受ける場所を

届出たときはその場所に、この届出がないときは、組合員の住所が所

在する場所にあてて行う。

4 第 l現の過失nをする;場合において、会議の目的たる事項が、占有

者の利害に関係する場合(組合費の変更等占有者が直接の利害関係を

有しない場合を除く。)には、理事長は、第 1項の通知を発した後遅

滞なく、総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を所定の掲示場所

に掲示しなければならない。

5 会議長の目的が第 50条第1.JtK第-号、第二g.(こ掲げる事-攻の決議

;てあ 2 よきはE そ~そ議擦の要録.宏之込jえ久n し怠ければtl...s...tj~.し斗"
6 第 1項にかかわらず、緊急会要す‘る;場合には、理事長は、現事会

の承認を得"て、 5 FJ H与をド@らない範岩手jにおいて、第tJ長の期間を綬

綴することができる。

(議決権)

第48条 組合員は、その所有する住戸l戸につきl個の議決権を有す

る。

2 住宅が数人の共有に属するときは、第46条第1項及び第51条第l項

の場合においては、あわせてl人の組合員とみなす。

3 住宅が数人の共有に属するときは、当事者間で議決権を行使するも

の一人を定め、理事会の定める書面により組合に届け出なければな

らない。

4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。

。

(招集の手続)

第45条総会の招集の通知は、会日より少なくとも 1週間前!こ、総

会の日時、場所ムー会議の目的たる事項及び議案の要領を示して組合

員に発しなければならない。

2 住宅が数人の共有に属するときは、前項の通知は第48条第3項

の規定により届出られた者に対して行う。

3 第 1項の通知は、組合員が組合にあらかじめ通知を受ける場所を

届出たときはその場所に、この届出がないときは、組合員の住所が

所在する場所にあてて行う。

4 会議の目的たる事項が、占有者の利害に関係する場合(組合費の

変更等占有者が直接の利害関係を有しない場合を除く。)には、理事

長は、第 1項の通知を発した後遅滞なく、総会の日時、場所及び会

議の目的たる事項を所定の掲示場所に掲示しなければならない。

(議決権)

第48条組合員は、その所有する住戸1戸につきl個の議決権を有す

る。

2 住宅が数人の共有に属するときは、第46条第l項及び第51条第l項の

場合においては、あわせてl人の組合員とみなす。

3 住宅が数人の共有に属するときは、当事者間で議決権を行使するも

の一人を定め、理事会の定める書面により組合に届け出なければな

らない

4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。
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規約第45条

(変更)

(変更)

(5項新設)

(6項新設)

規約第48条

(修正)
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

l 新 | 旧||
l 備考欄 | 

| (標準管理規約

I J?.......ií~!t.念農相主建ムぶよぷ議決権をj5~もとLよ2_ζjこゑ援会ι2さえと立込一三 I (5項から 8項新設)
の代期人;士、以下の各診に掲げる:者でなけ-ればならないの

その組合員の配偶者(婚女閣の届/:Hをしていないが事実上婚女間関 成人条件を追加

係と問機の事'I'f!ifにある者-を含む0)又は一親等の成人親族

その組合員の住戸に関紙する成人線放

一二一it1tt!2.総;会:議
6 お!合員又は代i聖人は、イミ滋権を託する繋荷をi理事長に挺tUしなけれ

ばならなし、。

7 組合政は、第LP裂の J者?慣行こよるi議決権の行使に代えて、電磁的方法

iζJ: "2.三滋樹盗ま:td主:~t るよ-よ泣:~ -1立とる由一
8 税.l.î合員又はイct~w人は、立}G 攻の番街に代えて、電織的方法によっ

て終日汁‘ることができる。

(議長 I(議長)

第49条 総会の議長は、総会において、出席した級合員(書記、震 !第49条 総会の議長は、総会において、組合員の中から選出する。

般的方法Xは代淑人によって議決権を行使する者を含む。)の議決

援笠過ごE:翠53主 _h.:.?.-=.c..~._組合員の中から選出する。

(総会の金滋及(;'¥議事)

第 51条 総会 (WEB会議事システム等を崩いて開催する会議を含む。〉

企会議t~.~._....2f:t4J~ 条第 1..:磁ii:定める議泳議総数(J)ーできさ以上丸子jこ乞ゑ
籾合員が U::\!;~~ しなければならない。

2 総会の議事は、次の各号に掲げる場合は組合員及び議決権の各4

分の 3以上の多数により、その他の場合は出席した総合員及びその

議決権の各過半数によりこれを決する。

一 規約及び使用車!日日!J等の前IJ泣?二変更又は廃止

二組合の法人格の取得

三 管理対象物の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わない

もの及び法築物1 (1)耐Z更改修q2.il~迭に~士長法議議え~?..:条築 ;ι議ぶ
袋二三くJ~t4三安~;. .t~乏けた銭4.tJ...~2観察滋j援を除く。)

阪 その他総会において本墳の方法により決議することとした事項

(総会の議事)

第 51条

総会の議事は、次の各号に掲げる場合は組合員及び議決権の各4分

の3以上の多数により、その他の場合は盤会盆及び議決権の各過半

数によりこれを決する。

一規約の変更又は廃止

二組合の法人格の取得

三 管理対象物の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わない

ものを除く。)

5/8 

規約第46条3項

(変更)

規約第49条

( 1項新設)

(変更)
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

| ι | 旧 I (標品約) I 
3 前項の場合において、規約の変更又は廃止が一部の組合員の権利

に特別の影響を及ぼすとき、若しくは管理対象物の管理、変更が一

部の組合員が所有する住宅の使用に特別の影響を及ぼすときは、そ

の組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組

合員は、正当な理由がなければこれを拒否しではならない。

生総会においては、第45条第 1項(第 39条第 2項及び第46条

第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定によりあらかじ

め通知した事項についてのみ決議することができる。

(香凶又は篭1滋約;方法による決議)

第52条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合

員全員の承諾があるときは、書街又L工常磁的方法による決議をする

ことができる。ただい紛滋{弱点法思よる法;議議ぷ係る総合丸投滋議"
については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる後織的方法の

簿類及び内容を7Jミ[ヘ書凶又は;電綴約;方法による求J設を得なければ

ならないの
2 !前i託泊iむp頃及烹倫の官議草綴t.下札H

ぷ一2箆脳答幻j綴滋刻i~♂ú怒的!~L!Z
二 ブアイノルレへの言詑己録の-'ゐ;方ち式弐

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、

組合員全員の書[日L¥Zは索隊約方1}tによる合意があったときは、査室長

J)(f:l'~を磁的方法による決議があったものとみなす。
4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書

EITXは怒磁的方法による決議は、総会の決議と同ーの効力を有す

る0

5 第 71条の規定{士、書llU.又;;上認鋭的方法による決議iこ係る霊長崎i立をび

g~JftJ ぞf.U之ぷ滋 .9.J及。蚤盛~fl/~~山~Y1i ;1~JIt:.AJ:..:る議会民当!1~議援を(~以浪
により作成される78縦断0fr'G録について準;沼するの

6総会に関する規定は、番高又は涜磁的方法による決議について準用

する。

(議事録)

c 

_2.. 前項の場合において、規約の変更又は廃止が一部の組合員の権利

に特別の影響を及ぼすとき、若しくは管理対象物の管理、変更が一

部の組合員が所有する住宅の使用に特別の影響を及ぼすときは、そ

の組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組

合員は、正当な理由がなければこれを拒否しではならない。

~3 総会においては、第45条第 1項(第 39条第2項及び第46条

第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ

通知した事項についてのみ決議することができる。

(番街による決議)

第52条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合

員全員の承諾があるときは、書i君]による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、

組合員全員の審問による合意があったときは、者Hiuによる決議があ

ったものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての宍:

煎による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。

4 第 69条のノ続工E::I~よ自íj8浅の嵩~iJü に、F襲用する。

5 総会に関する規定は、者:imによる決議について準用する。

(議事録)
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規約第 52条

(変更)

(2項新設)

(変更)

(変更)

(変更)

(変更)

規約第 51条
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サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

2022年4月16日

規約集改正検討委員会

l ;- -1 旧 1 (標品約) 1 
第 53条議長は、総会の議事について登記忍伎議銭良区以己一銭ι1;jムー 第 53条議長は、総会の議事について議事録を作成しなければならな (変更)

議事録を作成しなければならない。 し、。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長の他総 (変更)
なければならない。 会に出席した組合員の 2人がこれに議名押印しなければならない。

3 fiíI~援の場合において、議事録が;善治î~こより作成されているとき (2項より分離新
は、議長の他総会に出席した組合員の 2人がこれに署名しなければ 設)
ならない。

4 第二療の場合lこ;おいて、議事録が議磁的記録:で作成されている土 (4項新設)

きは、当談窓{滋約記録iこ記録された情報についてfム議長及び議長

自の指:Þ...~tる Zょ名 C総:念iZ 出li~:Lして目i七組合dEさえ~~~乏;~..金一{憲二:t:塁盗ゑ笠
認証業務に関する法符~ (、利点1.21r手法律f{}1. 0 2号) M~ 2 条第 1 工'j~i
の「議子裟名 j 事ごし，'1う J 以下[r}]じ。)をしなければならない。

5 第 71条の規定は、第2項の議事録に準用する。 J之第立9条の規定は、民ど互の議事録に準用する。 (修正)

(理事会の会議及び議事) (理事会の会議及び議事) 規約第 55条

第 56条理事会の会議 (WI沼会議システムなどを用いて開催寸‘る会議 第 56条理事会の会議は、理事等の過半数が出席しなければ開くこと (変更)

を合~t{\J )は、理事等の過半数が出席しなければ開くことができ ができず、その議事は出席理事等の 3分の 2以上の多数で決する。

ず、その議事は出席理事等の 3分の 2以上の多数で決する。

2 前壌の決議につし 1て特別の手Ij管関係を:'fr-9'.るfH1:事件-は、議決iこ力f.1 (2項新設)

わることができなし¥~

3 議事録については、 m5 ~3 条({打a し準用するlli7 1 :条の第 ~3 1笈を 2 埠!事会の議事については、議事録を作成しなければならなし冶 (変更)

i徐く O〉の規定事J準用する。ただし、第 5 ~i 条第 4 項J::j::r -総会に出 ;ヨ理事会の議事長お士、環事長が総合の:事務所において保管し、総合災

jお Lt;ÆJJ公民よあー幻2tμ:gfi事念1ょ~1J1Jj品1....1ιC二時航空tJーよ蕊?ijむ二 !!2~請求:記長二ったよ~...tネムこ tl:.1-:閲覧:ぷゴ主~~ltt}d:主tc.f...~;?..t~.~.~仏
るものとす‘る。

(帳簿等の保管) (帳簿等の保管) 規約第 66条

第 65条理事長は、次の各号に掲げる帳簿等を組合の事務所において 第 65条理事長は、次の各号に掲げる帳簿等を組合の事務所において

保管し、組合員の請求があったときは、これを関覧させなければな 保管し、組合員の請求があったときは、これを閲覧させなければな

らない。 らない。

一会計帳簿 一会計帳簿

二備品台帳 二備品台帳

二管理対象物に関する図書 二管理対象物に関する図書
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2022年4月16日

規約集改正検討委員会

サザンヒル八事分譲住宅管理組合規約の改正案 新旧対照表

| 新 1_- ___~_~__日 1 (標品約) I 
四組合員名簿

2 怒般的記録により作成された書類等の閲覧;こついては、第71条

第 2 岐に定める焼約のlk~賢:に燃する規定を準用する。

t.A:) 
F。

(;規約等の保管)

第71条 燥*{'J等は、理事長が荊i合の;事務所において保管しなければな

らない。

2 理事長aは、総合鈴X~:E利害関係人の;番弱又は電織的方法による請求

があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧~iJ1
約が鐙織的記録で作成されてし 1るときは、 :13該'~1滋的記録に記録さ

れた情報の内谷を紙濁又はH:lカ裟援のi決像に表示するん?去により表

示したものの当該規約の保管場所における閲覧をいう)をさせなけ

ればならない。 J二(})揚ゴをi5主役工心….!~RL'-t.k三ニ?さJ督当のJT~:~t).._..t義務:
などを指定:することができるの

3 f型車;長は、規約などの保管場rJTをj所定の掲示場所に掲示しなければ

ならない。

(附則)
仁の規約は、平成4年 5月 29日から施行する。

仁の規約は、平成 6年 5月 29日;から施行する。

仁の規約は、平成8年4月 28日から施行する。

仁の規約は、平成 20年 5月 12日から施行する。

仁の規約は、平成 30年 5月 20日より施行する。

仁の規約は、令和4年 5月 22日より施行する。

四組合員名簿

(規約等の保管)

第71条 規約等i士、理事長が組合の;事務所において保管しなければな

らない。

2 理事長は、利害関係人の諮求があったときは、正当な理由がある場

合を除いて、規約等の閲覧をさせなければならない。

3 埋;事長は、規約などの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければ

ならない。
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(2項新設)

規約第82条

(変更)

附員リ

(新設)

コメント:現行第 52条の第4項の「第 69条Jはそもそも「第 71条Jの誤り(第 69条は「細貝IJJ)

C 
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共同生活の秩序維持に関する協定

(目的)

第 1条 この協定は、サザンヒノレ八事分譲住宅管理組合規約第30条の規定に基づき、住

宅及び管理対象物の管理又は使用に関し、組合員及び占有者(以下「組合員等」という0)

が守るべき事項について定めることを目的とする。

(性格)

第 2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律J(昭和 37年法律第69号)第6

5条に定める「規約」とする。

(禁止事項)

第 3条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一住宅を他の用途に使用すること

二 住宅を住宅宿泊事業法第3条第 1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿

泊事業に使用すること

三住宅を宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供すること

四 前 3号に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧

誘を行うこと

五 犬・猫等の動物を飼育すること O ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等

内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を飼育する場合、及び身体

障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用す

る場合は、この限りではない。

六敷地を個人使用すること(専用庭及び専用駐車場を除く 0)

七建物の階段室その他共用の場所に私物を置くこと(ただし、第4条の規定に基づき

( 理事会が承認した場合を除く。)

八 近隣の迷惑となる言動を行い、又は騒音、悪臭、煤煙等を発すること

九 所定の投棄方法、区分等によらないでじん芥を処理すること

十所定の排水方法によらないで洗濯用水等を排水すること

十一 ノミノレコニー外壁面より外側に洗濯物等を干し、又はバルコニーの手すりに植木鉢

を置くこと

十二バルコニーに土砂を搬入し、花壇等をつくること

十三住宅前の道路その他組合が禁止する場所に駐車すること

十四 エレベーター内及び駐車場等に設置された監視装置による記録画像を正当な理由

無く私用に供すること。又、理事会の許可なく、管理、閲覧すること

十五前項の装置を故意に破損あるいは故障させること

十六 その他前各号に準ずる行為で、理事会が禁止した事項

(承諾事項)

33 



第4条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、理事会

に届出て、書面による承諾を得なければならない。

住宅を他の用途に併用(定期的に開く各種教室を含む。)すること

建物に広告物を掲示し、又は表示すること

屋根に登ること

建物の階段室その他共用の場所に私物を置くこと

その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項

二

三

四

五

O 

(通知事項)

第 5条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、書面により理事会に

通知しなければならない。

住宅を貸与しようとするとき

組合員等が引続き 3ヶ月以上住宅に居住しなくなるとき

その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項

一
一
一一一

(違反に対する措置)

第 6条 理事長は、組合員等がこの協定の定めに違反したときは、理事会の決議に基づき、

その組合員等に対して勧告その他必要な措置をとることができる。

(調査)

第 7条 理事会は、この協定の施行に必要な限度において、組合員等が行う第4条各号に

掲げる行為について調査を行うことができるものとし、組合員等はこれに協力しなけれ

ばならない。

。(入居者名簿)

第 8条 組合員等は、入居後速やかに別に定める居住者名簿を理事会に提出するとともに

その記載内容に変更があった場合は、速やかに理事会に届出なければならない。

(附則)

この協定は、平成4年 5月 29日から施行する。

この協定は、平成 17年 5月22日から施行する。

この協定は、平成30年 5月20日より施行する。

この協定は、令和4年5月22日より施行する
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役員候補選出に関する申し合わせ事項

(役員)

平成 6年 9月 13日理事会確認

平成 13年 12月 8日理事会改訂

平成 15年 12月 13日理事会改訂

平成 20年 12月 13日理事会改訂

平成 21年 6月 13日理事会改訂

令和4年5月22日理事会改正

第1条組合には、理事長1名、副理事長 2名、理事5名及び監事2名をおく。

2 理事のうち1名は、町内会副会長をもってこれにあてるO

( 3 監事については、前年度の理事長及び副理事長をもってこれにあてるO 原則として監事の

所属棟が3年以上連続しないものとする。また、居住しない役員は対象外とする。ただし、前

年度の理事長及び副理事長が転居等によりその職務を遂行できない場合及び監事に欠員

が生じた場合は、以下の順位で監事を選任する。

一前年度の副理事長が2名の場合のもう1名の副理事長

二前年度会計担当理事

三前年度町内会副会長兼任理事

四前3名を除く前年度理事の互選

第2条町内会には、会長1名、副会長1名、および保健委員1名をおく。(以下、第1条と第2

条の役員をあわせて、「役員」とし、う。)

(役員候補の選出)

( 第3条役員候補の選出にあたっては、団地に現に居住する組合員全員(以下「居住者」とい

う。)の輪番制によるものとする。

2 輪番は別表の定めるところによる。

3 理事会は毎会計年度の1月末現在で、別表を整備し居住者に通知するものとする。

(順位の変更)

第4条順位は原則としてこれを変更しない。ただし、次の各号に該当する場合には変更を願

い出ることができる。

一病気による療養中

二長期にわたる不在

三介護保険で要支援1以上の介護を要する本人及びその同居の家族(配偶者を含む、以

下同じ)

2 居住者から変更の房長い出があったときは、速やかに決定し本人または同居の家族に通知す

るとともに、これを各棟の掲示板で公示するものとする。
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3 順位変更者がでた場合には、別表により順次繰り上げるものとする。

4 順位変更が認められた者は、翌会計年度に役員を務めるものとする。ただし認められた理

由が消滅しない限り、再度願い出ることができる。

(棟別の役員数)

第5条棟別の役員数は、偶数年にあたっては1号棟4名、 2号棟4名、 3号棟2名とし、奇数年

にあたっては1号棟4名、 2号棟5名、 3号棟1名とする。

2 配分数は上記にかかわらず各棟の均衡を図り適切な調整を図るものとする。

(役員候補の決定)

第6条別表の各棟の各班から順次1名ずつ抜き出し候補者を決定するO

2 理事会は決定後速やかに本人に通知する。

3候補者は互選により各種役職を決定する。

4 役職の決定に際しては、現理事長が議長を務める。

(役員候補の推薦)

第7条選出された理事会役員候補は通常総会に、町内会役員候補のうち、町内会会長候補

及び保健委員候補は速やかに名古屋市に推薦する。
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別表

1号棟

1現王 101→102→103→104→105→106→107→108→109→201→202→203→204→205 

→206→207→208→209 

2~圧 301→302→303→304→305→306→307→308→309→401→402→403→404→405

→406→407→408 

3班 409→501→502→503→504→505→506→507→508→509→602→603→604→605

→606→607→608 

( 
43P王 609→703→704→705→706→707→708→709→804→805→806→807→808→809

-・ーー---~-・M・--------------------------ーーーー----・"・・--・・・働_J

2号棟 i 

1班 101→102→103→104→105→106→107→108→201→202→203→204→205→206 

→207→208→301 

23P王 302→303→304→305→306→307→308→401→402→403→404→405→406→407

→408→501→502 

3班 503→504→505→506→507→508→601→602→603→604→605→606→607→608

( →701→702→703 

43P王 704→705→706→707→708→801→802→803→804→805→806→807→808→901

→902→903→904 

5班 905→906→907→908→1002→1003→1004→1005→1006→1007→1008→1102

→1103→1104→1105→1106→1107 

3号棟

1班 103→104→201→202→203→204→205→301→302→303→304→305→401→402→403

12班 404→501→502→503→504→601→602→603→604→701→702→703→801→802
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サザンヒノレ八事分譲件宅掲示等申請書

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

理事長 殿

掲示開始月日 掲示終了月日

(掲示責任者)

住所

氏名

連絡先 (携帯電話)

(電子メール)

掲示物のサイズ
枚数(縦×横) 掲示場所

年 月

掲示目的

備考:承認に際して掲示物のサイズ、掲示場所等につき変更を求めることがあります。

サザンヒノレ八事分譲住宅掲示等承認書

(掲示責任者)

住所

氏名 殿

口 申請通り承認いたします。

口 下記の条件で承認いたします。

年月日

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

理事長
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サザンヒル八事分譲件宅集会所信用申iλ書

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

理事長 殿

使用
使用場所

月日
使用時間

(使用責任者)

住所

氏名

連絡先(携帯電話番号)

(電子メーノレ)

使用目的

使用料金合 計 額

年

年

サザンヒル八事分譲住宅集会所使用承諾書

(使用責任者)

住所

氏名

使用
使用場所

月日

殿

使用時間 使用目的

使用料金合計額

上記料金を受領しました。

使人用員

使用

人員

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

理事長

39 

月 日

料金

月 日

料金



模様替等申請書

サザンヒノレ八事分譲管理組合

理事長 殿

住所

氏名

号棟

連絡先(携帯電話番号)

(電子メール)

年月日

号室

標記について、別添の通り住宅の模様替等をしたいので、専有部分等の模様替

え及び修繕等に関する協定第6条、第7条の規定により承認されたく申請します。

O 

別添 I 0 
1 理由書

2 設計図

3 仕様書

注意事項 1 

2 

3 
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審議事項5-3

自然林高木枝打ち 3ヵ年計画見直しに関する件

202 1年9月、 2号棟の裏にある高木の校が近隣マンションへ越境し樹液等により

先方のルーフバルコニーを汚損させているとの苦情がありました。

現地を確認した結果、相当の汚れがあり、現状のまま放置した場合、先方のルーフバ

ルコニーの汚損を進行させるだけではなく、防水層を劣化させる要因につながりかねな

い状況で、あったため、 2021年度は初期対応として先方のルーフバルコニー清掃のみ

を実施いたしました。

今後の対応について当管理組合が植栽管理を委託している豊造園担当者へ相談した

結果、当該高木は相当の高さがあるため山師による枝打ちが必要との見解が示され、対

応に必要な見積書が提出されました。

理事会にて検討した結果、当管理組合の高木が近隣に空中で先方へ越境し損害を与え

ている状況を改善するため、以前より実施している高木枝打ち 3ヵ年契約を一度停止さ

せ、 20 2 2年度は 2号棟裏(②エリアの更に奥にある高木)の枝打ちを実施すること

をご提案いたします。

《別添資料あり》

<第2エリア越境部枝打ち追加見積概要>

見積業者:株式会社豊造園

見積金額 1，700， 000円(消費税込)

支出科目:一般会計/自然林高木枝打ちより支出

実施時期 2022年6月(予定)

<ご参考:新自然林樹木管理3年サイクルの概要>

見積業者:株式会社豊造園

見積金額 1エリア:

3エリア:

2エリア:

780，000円(消費税込)※ 20 2 3年度実施予定

700，000円(消費税込)※ 2024年度実施予定

700，000円(消費税込)※ 2025年度実施予定

41 



よ』
r-.，:) 

n
H
H
ド

体
俳 見積 三主

Eヨ 2021/9/14 

サザンヒル八事管理組合 様 ⑧|顎豊造園

|全額討[|9lU18loldl
干465-0018
名古屋市名東区八前3-203
TEL(052)777-2211(イi;)
FAX(025)776-0066 

名称 サザンヒル八事様 R3年度自然林年間管理工事(第2エリア越境部枝打ち逃加見穣)

場所 昭和区滝川町 お値引き価格:￥1，700，000…(税込)

工期 打合せ 積算 小野内支払条件 有効期限 3ヶ月
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サザンヒル八事様

|種 別佐一一一一一一 称|形

造園工事

状 寸 法|数
量|単士

11 

11 式

日
11 式

< エ リ ア ② >1隣地マンション隣接越境部枝打ち

特殊伐採工

搬|手元・運搬手間

費|隣地マンション 落下、破損防止

運

仮設養生

切り枝 処 理

運 搬 費|トラック回送・交通運搬費・ガソリン代など

l道一 塁 ~ 料|チェーンソー替え刃・他

戸、

価|金

No1  

額l摘 要
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60，000 

10，000 

79，000 

57，000 
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|※対象は織境界線部を対象としています口 | 

一一(ふ平二長示ぶ示日山ι 九今、問Fi点いたします;一一一一一一一一下 一一ー
※木工事は非常に危険です。万が一の隣地樹木の破損・隣地建物の一部破損も考えられます。 安全第一、
:万が一の無いよう努めます。
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諸 式
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株式会社 豊造闘



サザンヒル八事様

|種別|名 称、|形 寸

No. 1 

法|数 量|単 要

一一-一一
11 式 430，000 430，000 

11 式 390，000 390，000 

一一一一一一
式 60，000 60，000 

一一一一
10，000 600，000 

11 式 79，000 79，000 

一一 ー
11 式 57，000 57，000 

一一一一一一

一一一一一一
一一一ー一一

< エ リ ア ② >1隣地マンション隣接越境部枝打ち

特 殊伐採工

運 搬|手元・運搬手間

l仮 設 養 生直|隣地マンシヨン落下、破損防止

切り枝処理

運
一
道

搬

具損

費|トラック回送・交通運搬費・ガソリン代など

料|チェーンソー替え刃他

よ』
よ』
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※木工事は非常に危険です。万が一の隣地樹木の破損・隣地建物の一部破損も考えられます。 安全第一、
万が一の無いよう努めます。
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審議事項 5-4 

電子ブレーカー導入に関する件

今期理事会では、電気料金の経費削減対策として電子ブレーカーの導入を検討してま

いりました。

電子ブレーカー導入により、電力会社に支払う電気の基本料金の削減が図れます。

つきましては、以下のとおり電子ブレーカーを導入することをご提案いたします。

《別添資料あり》

<電子ブレーカー導入の概要>

見積会社:株式会社エスコ

見積金額 990，000円(消費税込)

支出科目:修繕積立金会計/修繕費より支出

実施時期 2022年 7月頃(予定)

設備費償却期間は 3年8ヵ月です。
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サザンヒノレ人事 管理組合御中

【1号棟・2号棟・3号棟】

電気契約最適化による、共用部電気料金削減提案

①【低圧電力】電子ブレーカー導入による基本料金削減

②【従量電灯】契約最適化による電気料金削減

ESCO株式会社エスコ
Energy SQrvice COtr唱lat1y

愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19

キリックス丸の内ビル6階

TEL:052-220-2671 FAX:052-220-26九一
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ご提案の要点

マンション共用部でご利用のr従量電灯Jr低圧電力jについて
電気料金削減のご提案です

「従量電灯J-・開鑓・共用部の照明、外灯や管理室等でご利用の電気
「低圧電力J--・・・エレベーターや給水ポンプ等で、ご利用の電気

F低a鷺カJ:電子ブレーカーを利用することで、基本料金に
おける確実で大幡な削減を実現します

「電子ブレーカーJはブレーカーの定格容量を超えた電流が流れた場合もJIS規
格に定められた許容時間内は遮断せず、短い時間だとブレーカー容量の約400弘
もの電気をご利用いただくことが可能です。

このような性能を活用し、変更後の設備の使い勝手や利用状況をそのままに通

常よりも低い契約容量での設備利用が可能です。

毎月一定額の基本料金における削減ですので、 1円単位まで確実な削減をお届
けすることが可能です。

f従量鷺灯J:契約の最適化を凶り、料金単価を変更し
確実に削減を生み出します

電力会社では、無駄なく有効に電気を使用していただけるよう、様々な料金プ

ランが用意されています。しかし、その内容は多種多犠且つ複雑であり、電力会

社が率先して契約変更を行うわけではない為、専門家による確実な調査・診断

が必要となり、弊社では調査・診断から変更業務まで一貫して自社にて行ってお

ります。

共用部の従量電灯といえば、エントランス・廊下等の照明、駐輪・駐車場等の
外灯など夜間に使用する設備でのご利用がほとんどです。今回の契約最適化は
夜間の竃力消費が多い場合に有効な方法となりますので、マンション共用部に
とって、最も適した契約プランへの変更と言えます。

永く住まうマンション(共用部)のことだから、
月々のコストを抑えるf最適化jのご提案です

月間削減金額 ￥22，7531 (万円)

年間削減金額 1l'273，036 

10年間削減金額 ￥2，730，360 

システム導入費

￥1，740，360 . 。

-99 

一町一+…

5 10 年)

メリット(積算)想定概念図
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株式会社エスコ

担 当 岩 田 満

愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19

キリックス丸の内ビル6階

TEL 052-220-2671 FAX 052-220-2673 

飽虫管理組合サザンヒル八事

低圧電力契約変更によるコスト削減の御提案

O 

②主開閉器契約

現状①負荷設備契約 変更②主開閉器契約 メリット

事業場名 契(プ約ラKンW) 
(平月額均基月額本料料金金)

契(プ約ラKンW) 月額基本額料料金 月間削減金額 年間削減金額(平均月 金)

【1号棟】 7KW ￥7，607 1KW ￥1.086 ￥6，521 ￥78.252 

【2号棟】 7KW ￥7.607 1KW ￥1.086 ￥6.521 ￥78，252 

【3号棟】 6KW ￥6.520 1KW ￥1.086 ￥5，434 ￥65，208 

とくとく
スマー

【1号棟:電灯】
プラン

￥22.099 トプララインフ ￥20.294 ￥1.805 ￥21，660 

とくとく
スマー

【2号棟:電灯】 ￥29.502 トライフ ￥27.030 ￥2，472 ￥29，664 プラン
プラン

合計 ￥73，335 ￥50，582 ￥22.753 ￥273，036 

=> ①負荷設備契約

O 

月間削減金額 ￥22~753 円

年間削減金額 ￥273~036 円
※上記金額には消費税:1仰を含んでいます

※基本料金=契約KWx1，144円×力率割引×消費税

(力率80%は5%割り増しになり、力率90%は5%割引になります)

990，000問(ブレーカー3台、ヱ事、申蹄ー消費税含む1導入費

3年 8ヶ月 で完全に償却できます現金買取の償却

※電子ブレーカーの製品保証は10年間となります
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-共用動力設備一覧

現在の契約方式(低圧電力、負荷設備契約) I契約容量 加|

【電気設備の状況】

サザンヒル八事 1号棟

使用機器
出力 台数 合計出力

(kW) (台) (kW) 

エレベーター 3.9 3.9 
( 

( 

合計 3.9kw 
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-共用動力設備一覧

-現在の契約方式(低圧電力、負荷設備契約) I契約容量 判

【電気設備の状況】

サザンヒル八事2号棟

使用機器
出力 台数 合計出力

(kW) (台) (kW) 

エレベーター 3.9 3.9 
O 

O 

合計 3.9kw 

50 



-共用動力設備一覧

現在の契約方式(低圧電力、負荷設備契約) I契約容量 州

【電気設備の状況】

サザンヒル八事3号棟

使用機器
出力 台数 合計出力

(kW) (台) (kW) 

エレベーター 2.9 2.9 
( 

( 

合計 2.9kw 
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-導入シミュレーション【1号棟】

低圧電力契約 7kw吟 1kw

(16A) 11 16A ( 1分50秒)

3.9kw ・ 1

JET(JIS)2kw電子ブレーカー

電子プレー力一動作ライン。この青色ライン

の内側に、黄色の負荷設備動作ライン

が収まっているので、各設備の通常

運転に支障ありません。

契約電力

kw 

1kw 

JET(JIS)規格電子ブレーカー動作表

通電電流/引き外し時間

定格電流 ""119% 120-149見 150-189% 190-399覧

A なし 55分 30分 1分50秒

4A .......4.8A .......6.0A .......7.6A .......16A 

凡例
① m …四・熱伝導ブレーカ-1kw
②ーーーーー 電子ブレーカー 1kw

L四ー 7え伝222:込ーーーーーー「 ③一一動力設備最大動作出力

(4A) 

30 1 
秒分

③ 

1分

50手少

3 3分 5
分 50秒分

。

!... _ _ .2..0.ð(2.5~'ムー「
4.8A(24h) 

定格2kwL四回目ーーーーーーーーー山山園田町四ー回一ーーーーー圃②
一ーーー一世ーーーー一①

30 
分

1時間

C 

24h-→ 動作時間



ιn 
(.A) 
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-導入シミュレーション【2号棟】

低圧電力契約 7kw => 1kw 

(16A) 11 16A ( 1分50秒)

(14.0A)1匡レλーターI
3.9kw ・・

JET(JIS)辺倒電子ブレーカー

電子プレー力一動作ライン。この青色ライン

の内側に、黄色の負荷設備動作ライン

が収まっているので、各設備の通常

運転に支障ありません。

契約電力

kw 

1kw 

戸ヘ

JET(JIS)規格電子ブレーカー動作表

通電電流/引き外し時間

定格電流 -119% 120-149弘 150-189% 190-399% 

A なし 55分 30分 1分50秒

4A -4.8A -6.0A -7.6A -16A 

凡例

①…ー…熱伝導ブレーカー 1kw

②白ーーーー 電子ブレーカー 1kw

!--A伝~2..~1_一一--. ③一一動力設備最大動作出力

(4A) 

30 1 
秒分

③ 

1分

50秒
3 3分 5
分 50秒分

!... _ _ .2.Os(2.5i2'，ムー「
4.8A(24h) 

定格2kw」ーーーーーーーーーー-------回目ーーーーーー圃②
帽一ーーーー畑一ー一"一ー一-一回一ー一ー一ーーー一ー一-ーー--ー剛一回一---一圃ー・一軸一四一-一①

30 
分

1時間 24h-→ 動作時間



ιn 
よ』

-導入シミュレーション【3号棟】

低庄電力契約 6kw坊 1kw

(16A) 11 16A (1分50秒)

3.9kw ・ 1

JET(JIS)2kw電子ブレーカー

電子プレーカー動作ライン。この青色ライン
の内側に、黄色の負荷設備動作ライン
が収まっているので、各設備の通常
運転に支障ありません。

契約電力

kw 

1kw 

JET(JIS)規梼電子ブレーカー動作表

通電電流/引き外し時間

定格電流 -119% 120-149% 150-189% 190-399% 

A なし 55分 30分 1分50秒

4A -4.8A -6.0A -7.6A -16A 

凡例

①…一一一熱伝導ブレーカ-1kw 

②ーー目白ー 電子ブレーカー 11側

Lm--Jえ伝222:込ーーーーーー-I ③一一一動力設備最大動作出力

(4A) 

③ 

30 1 
秒分

1分

50秒

3 3分 5
分 50秒分

。

!... _ _ ~0.ð(2.52，ムー -1
4.8A(24h) 

定棒2kwL 

30 
分

1時間

C 

ーー四回目ーー白山田園園田ーー圃②
.一幅一岨一信一・ー輔一世一世一時一圃一①

24h→ 動作時間
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-電子ブレーカー設置想定位置【1号棟】

※電力会社への申続上、設健位置が上記と異なる場合がございます。

国 首 協綴

55 

引込開閉器庫内に設置致します。

平常時(閉扉時)の外観にも影響
ございません。

-電子ブレーカーサイズ

H(縦) 299mm 
x 

W(幅) 110mm 
× 

D(奥行) 91mm 



-電子ブレーカー設置想定位置【2号棟】

※電力会社への申請上、設置位置が上記と奥なる場合がございます。

56 

引込開閉器庫内に設置致します。

平常時(閉扉時)の外観にも影響
ございません。

-電子ブレーカーサイズ

H(縦) 299mm 
x 

W(幅) 110mm 
× 

D(奥行) 91mm 

O 

O 



-電子ブレーカー設置想定位置【3号棟】

( 

引込開閉器庫内に設置致します。

※電力会社への申請上、設置位置が上記と奥なる場合がございます。

-電子ブレーカーサイズ

H(縦) 299mm 
× 

《 園間掴 ~ 
W(幅) 110mm 

× 

D(奥行) 91mm 
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団従量電灯 | 

《従量電灯コスト削減シミュレーション》
【1号棟】

サザンヒル八事 管理組合

現状契約種別: とくとくプラン(契約容量 9kvA)

サンプル期間 2020年2月，...， 2020年2月

-賦算 長
対象期間 使用電力量 夜量電灯料蚕 スマートフイフプラン料金 表額料念(メリット)

1月 756 kwh ￥22.099 ￥20.207 ￥1.892 

2020年 2月 756 kwh ￥22.099 ￥20.337 ￥1.762 

3月 756 kwh ￥22.099 ￥20.371 ￥1.728 

4月 756 kwh ￥22.099 ￥20.298 ￥1.801 

5月 756 kwh ￥22.099 ￥20.152 ￥1.947 

6月 756 kwh ￥22.099 ￥20.411 ￥1.688 

7月 756 kwh ￥22.099 ￥20.261 ￥1.837 

8月 756 kwh ￥22.099 ￥20.371 ￥1.728 

9月 756 kwh ￥22.099 ￥20.298 ￥1.801 

10月 756 kwh ￥22.099 ￥20.261 ￥1，837 

11月 756 kwh ￥22.099 ￥20.298 ￥1，801 

12月 756 kwh ￥22.099 ￥20.261 ￥1.837 

合計 9，072kwh ￥265，188 ￥243，527 ￥21，661 

※記載の金額は消費税を含んだ額です。

※燃料調整費は考慮しておりません。

※過去のデータを元に作成しております。実際の使用量によって多少の誤差が生じます。

※実際の月間使用データが不明な部分は、他月の平均値にて計算しています。

【現状】 とくとくプラン 平均月額料金

【変更後】 スマートライフプラン平均月額料金

.レ
【差額】 平均月間削減額
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￥22，099 

￥20，294 

￥1，805 
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含従量電灯 | 

《従量電灯コスト削減シミュレーション》
【2号棟】

サザンヒル八事 管理組合

現状契約種別: とくとくプラン(契約容量 10kvA)

サンプル期間: 2020年2月，...， 2020年2月

..式算i長
対象期間 使用電力量 従量電灯料金 スマートフイフプラン料金 差額料金(メリット)

1月 1019 kwh ￥29.502 ￥26.907 ￥2，594 

2020年 2月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.091 ￥2.411 

3月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.138 ￥2，363 

4月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.036 ￥2，466 

5月 1019 kwh ￥29.502 ￥26.830 ￥2.671 

6月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.195 ￥2.307 

7月 1019 kwh ￥29.502 ￥26.984 ￥2.517 

8月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.138 ￥2.363 

9月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.036 ￥2，466 

10月 1019 kwh ￥29.502 ￥26.984 ￥2.517 

11月 1019 kwh ￥29.502 ￥27.036 ￥2.466 

12月 1019 kwh ￥29.502 ￥26.984 ￥2.517 

合計 12，228kwh ￥354，021 ￥324，360 ￥29，661 

※記載の金額は消費税を含んだ額です。

※燃料調整費は考慮しておりません。

※過去のデータを元に作成しております。実際の使用量によって多少の誤差が生じます。

※実際の月間使用データが不明な部分は、他月の平均値にて計算しています。

【現状】 とくとくプラン 平均月額料金

【変更後】 スマートライフプラン平均月額料金

.レ
【差額】 平均月間削減額
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￥29，502 

￥27.030 

￥2，472 



《料金単価、診断データ》

-料金単価表

i従11:電灯B

区分 単位 ;料金線fili(削組 スマートライフブラ:/<授とく}
i釜本料金 契約包鷲 10A ひと月につき

ひと月につ:!

280.801 

421.20: 

A ひ七月につき 561.601 

契約君臨 30A ひと月はっき 842.401 

期市 荒 川 !ひと月につき : 112320; 

契志す電ヲ~ 50A ひと月につき 1目404.00!

j翻噌涜 60A ひと月につき 照的出

電力量料金 i跡取り12酬涼で lk酬こっき { 20.68 i 

12肱糊吃こえ30Ok'Mlまで lk¥刷こっき 25.08; 

30白色財1をこえる ，1k¥o¥ohにつき
j最低月額料金 6 ・ ひと月1範明こっtγ 加!f!

i従1重電灯C

-診断結果算出

出典:中部電力電気料金ガイド

調査データを基に中部電力が定めている時間帯区分表と照らし合わせ、
診断を行っております。

【時間帯区分表】

出典:中部電力電気料金ガイド

サザンヒル八事【1号棟】 時間配分データ

時間帯区分 区分名称 診断配分

7時-10時 アットホームタイム 6% 

10時--17時 デイタイム 22% 

17持--21時 アットホームタイム 30% 

21時"""75寺ナイトタイム 42% 

※土日祝日につきましてはデイタイムの時間帯区分が
アットホームタイムへ変更されます。診断データは
年間の土・日曜、祝日の日数も考慮しております。
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《料金単価、診断データ》

-料金単価表

i従震.灯B

区分 単位 刷会単{轟〈削提出 ! スマートライフブヲ:/{喪とく}
釜本料金 蝿略章 10A ひと月につき 280.80: 

契亀守電;車 15A ひと月につき 421.20: 

契島守閣E車20A ひと月につぎ z 561.60: 

l契約電i葺SOA ひと月1;:っき 。 自(2.(0:

Z契地主 (OA ひと月につき 1.12S.2oi 

.契約電混 50A ひと月につき H04.00! 
~-_--l 

i契約電涜 6DA 白ひと月につき J目 、 私

;電力量料金 最初の12叫に湖、まで . 1k糊につき

最低月額料全

2従量篭灯C

;区分

:li本料金

i電力量料金

120主跡をこえ30Ok'Wtまで 1k'Mllこっき

30依怖をこえる 1kl!制こτ増

ひと月1興品智こっき

{単位

-診断結果算出

出典:中部電力電気料金ガイド

調査データを基に中部電力が定めている時間帯区分表と照らし合わせ、
診断を行っております。

【時間帯区分表】

出典:中部電力電気料金ガイド

サザンヒル八事【2号棟】 時間配分データ

時間帯区分 区分名称 診断配分

7持--10時 アットホームタイム 6% 

10持-17時 デイタイム 23% 

17時-21時 アットホームタイム 30% 

21時-7時 ナイトタイム 41弘

※土日祝日につきましてはデイタイムの時間帯区分が
アットホームタイムへ変更されます。診断データは
年間の土竃日曜、祝日の日数も考慮しております。
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ー補足説明ー

【低圧電力削減提案について】

・変更後の容量は、現地にて実際に設備容量の最大電流値を確認し、そ
の上で、全ての設備機械が同時に稼動した場合を基準とした結果です。
変更後も安全にご利用いただけます。

・ブレーカーの設置後、中部電力による工事内容の現地確認がございま
す。検査結果を受けての変更となりますので安心です。

.万が一、当社の容量決定に起因する問題が生じた場合、容量変更若
しくは契約破棄(費用の返金)、及び原状復帰を無償にてお引き受けいた
します。
(※電子ブレーカー自体の不具合または股置工事ミス等の弊社の故意、又は過失による不具合については、弊社は直
横かつ現実の損害につき責任を負いますが、弊社の故意又は過失に起因しない不具合・損害については、弊社lま責任
を負いません。)

-製品保証は10年間です。
保証期間肉は製品の異常・破損について、無償でのメンテナンス E

取替工事等の対応を致します。(※天災・故意による異常・破損を除く)

-別途月額600円(税抜)のアフターサービス契約にご加入の場合、
ブレーカー容量の変更(増設・減設)、設置場所の移設について
初回に限り無料にて施工致します。
(最長10年間、 2回目以降は税別50，000円)
(共用動力股備の増股や撤去、支換が発生する場合Iま事前にご相眼ください。再開査を行い、容量限定を行います)

-異常発生時の緊急対応窓口として、 24時間・年中無休のコールセンター
を開設しています。夜間や休日の異常発生時にも、迅速な対応が可能で
す。[コールセンター:0120-o39-066(フリーダイアル)]

.万が一に備え、弊社ブレーカーを起因とするマンション設備の故障・破
損に対応する損害補償(楽天損害保険株式会社/上限1億円)に加入して
います。

【従量電灯削減提案について】

・過去のデータを基に算出しておりますので、実際の使用状況によっては
メリットに誤差が生じます。(マンション共用部の場合は年間を通じて大きな
使用量の変動は生じ難く、大幅な誤差が生じることはございません)

・契約変更にあたり、電力会社が電力メーターの交換を行います。
その際に共用電灯部において停電が発生いたしますが、事前に停電日時
の告知を致しますので、ご了承ください。(上記時間中ご家庭内においては
インターネット回線の不通や、テレビが視聴出来ない時間が生じます)

※竃力会社が計量メーター交換を行う際に起きた不具合・損害について、弊社は責任を負いません。
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ESCO 
会社概要

商標 株式会社エスコ

代表者 代表取締役安西裕

従業員 140名

所在地

設立

資本金

事業内容

マンション導入実績

[本社]
干169-0074東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー12階
TEL: 03-5332-3388 FAX: 03-5332-3511 
[名古屋営業所]
干460一0002愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ピル6階
TEL:052-220-2671 FAX:052-220-2672 
[その他営業所]
札幌・仙台・大阪・広島・福岡

平成17年8月4日

1億円

電子ブレーカー・デマンドコントローラーの設置、管理
高圧受変電設備(キューピクル)の保守点検、管理
電気等エネルギーコスト削減コンサルティング
電気工事、施工管理、施工一式
エレベーター点検、ビル総合メンテナンス

(全国樹穴吹コミュニティ

(中部圏)

伊藤忠アーバンコミュニティ(械
コミュニティワン(械
住友不動産建物サービス(械
(械大京アステージ
大和ライフネクスト(樹
(樹東急コミュニティー
日本ハウズ、イング側

三井不動産レジデンシャルサーピ、ス(欄

遠鉄アシスト(樹
(掛合人社計画研究所
(樹三交コミュニティ
宝コミュニティサービス側
日本管財住宅管理(禰

(樹フジケンファミリア
丸美総合管理(械
ミソノサービス(樹
名鉄コミュニティライフ(槻

ユーホーム側
(械ライフボート西洋

導入実績/約20，000棟

(五十音順、敬省略)

(五十音JI頂、敬省略)

※実績の様数は全国のマンションでの導入数です
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御見積書
令和4年3月5日

サザンヒル八事 管理組合御中

工事名: 共用部電気料金削減

受渡場所 サザンヒル八事

受渡期日 お打ち合わせの上

お支払条件 お打ち合わせの上

見積有効期限 90日

合計金額 ￥990，000 

ロロロ 名 数量 単位

電子ブレーカ一本体 3 AロA、

設置工事 3 斗口当

電力会社申請・書類作成 3 ぷ口二、

特別絞引き

小計

消費税

言十

備考

ESCO株式会社Z

愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19

キリックス丸の内ピjレ6F
TEし:052-220-2671 FAX:052-220-2672 

単価 金額

380，000 1，140，000 

50，000 150，000 

20， 000 60，000 

-450，000 

900，000 

90，000 

990.000 

・電子ブレーカーの設置工事に際して共用動力部で停電作業が必要となります。
-停電に起因し電気機器等に故障等が発生した場合、弊社はその責任を負いません。
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( 

( 

審議事項 5-5 

【予算案の概要支出}

①一般会計

2022年度管理組合会計収支予算(案)

自然林高木枝打ち(近隣越境枝努定費用)

→審議事項 5-3が否決となった場合は執行いたしません。

②修繕積立金

修繕費(電子ブレーカー導入費用)

→審議事項 5-4が否決となった場合は執行し、たしません。
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2022年度予算(案)

2022年4月1日'"'-'2023年3月31日

(一般会計収入) (単位:円)

項 目 前年度予算 前年度実績 本年度予算 摘 要

組 メロ〉、 費 20，862，000 20，862，000 20，862，000 

収
集会所 使用料 20，000 10，200 10，000 

入
雑 収 入 300，000 936，992 145， 000 NTT使用料・保険金他

銀行手数料収入 220，000 216，810 220，000 

の
計 21，402，000 22，026，002 21，237，000 O 

音B
前年度 繰越金 12，893，249 12，893，249 12，275，339 

メロ合、 計 34，295，249 34，919，251 33，512，339 

O 
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2022年4月l日-----2023年3月31日

(一般会計支出) (単位:円)

項 目前 年 度 予 算 前年度実績 本年度予算 摘 要

会回考 理 事 務 費
4，963，200 4，963，200 5，491，200 組合費請求他

(窓口 会計)

敷 地内清掃費 2，607，000 2，541，000 2，607，000 

光 熱 費 2，200，000 2，215，937 2，200，000 共用部電気代他

電気設備保安管理費 74，976 74，976 74，976 年2回

管理業 務運営費 1，000，000 707，358 1，000，000 
コピー機リース、電話料金、プロジェク
ター購入費、レンタルサーバー他

銀行振込手数料 220，000 227，527 230，000 手数料

営 繕 費 1，350，000 1，204，390 1，350，000 共有部分修繕工事他

( 支 植 栽 管 理 費 1，700，000 1，620，000 1，620，000 勢定施肥等

消防設 備点検費 1，019，700 1，019，700 1，019，700 年2回

エレベーター保守点検 2，349，600 2，349，600 2，349，600 

出 防犯カメラリ}ス費 843， 120 843， 120 843， 120 

自動ドア保守点検 176，000 176，000 176，000 年2回

宅配ボックス保守費 200，000 198，000 198，000 

σコ 雑排水管清掃費 1，148，400 1，047，200 1，148，400 

新マンション総合保険 2，198，380 2，198，380 2，198，380 満期日:令和7年5月22日

防災用 品購入費 100，000 65，340 100，000 

音日 自 然 林 高木枝打ち 700，000 700，000 1，700，000 第 2エリア越境部枝打ち

( 駐車場料金へ振替 480，000 480，000 480，000 月額￥10，000X4台X12カ月

予 備 費 1，000，000 12， 184 1，000，000 

連 結 送 7..k 管 。 。 268，400 3年に1回実施次回2025年
耐圧性能試験

計 24，330，376 22，643，912 26，054，776 

次年度繰 越 予 定 額 9，964，873 12，275，339 7，457，563 

メ口b、 言十 34，295，249 34，919，251 33，512，339 
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2022年4月1日"-'2023年3月31日

(水道料金) (単位:円)

項 目前年度予算 前年度実績 本年度予算 摘 要

水 道 料 金 10，000，000 9，311，289 9，500，000 各戸より

収
入

計 10，000，000 9，311，289 9，500，000 。コ
苦E

前年度繰越金 11，993，053 11，993，053 12，759，679 

メ口ミ 言十 21，993，053 21，304，342 22，259，679 

支払水道料金 9，000，000 8，195，963 8，500，000 市水道局へ支払

貯 水槽清掃費 104，500 104，500 104，500 

支
給水ポンプ保守点検費 244，200 244，200 244，200 

出

水道メーター取替工事 。 O 012020年実施(次回2028年予定)
。コ O 

言十
部

9，348，700 8，544，663 8，848，700 

次年度繰越予定額 12，644，353 12，759，679 13，410，979 

メロー、 計 21，993，053 21，304，342 22，259，679 

2022年4月1日"-'2023年3月31日

(駐車場料金) (単位:円)

項 目前 年 度 予 算 前年度実績 本年度予算 摘 要

駐 車 場 料 金 15，610，800 13，878，740 15，610，800 

収
高且 メ口〉、 費 よ り 480，000 480，000 480，000 月額￥10，000X4台X12カ月

入

計 16，090，800 14，358，740 16，090，800 
σコ

前年度 繰越金 219，748，805 219，748，805 230，854，395 
音E

O 
メ口〉、 計 235，839，605 234，107，545 246，945，195 

駐車場保守管理費 2，898，720 2，898，720 2，898，720 

電 ~ば 料 金 160，000 149，320 160，000 

支 保 険 料 220，000 205， 110 220，000 

出 消 耗 口口口 費 50，000 。 50，000 

σコ

部 J口K 計 3，328，720 3，253，150 3，328，720 

次年度繰越予定額 232，510，885 230，854，395 243，616，475 

メロ=、 計 235，839，605 234，107，545 246，945，195 
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2022年4月1日'"'-'2023年3月31日

(全体修繕積立金) (単位:円)

項 目前 年 度 予 算 前年度実績 本年度予算 摘 要

修 繕 積 jz 金 1，098，000 1，098，000 1，098，000 
収 雑 収 入 。 。
入

計 1，098，000 1，098，000 1，098，000 σコ
部 前 年度繰越金 111，097，395 111，097，395 111， 265， 235 

J口L 計 112， 195， 395 112， 195，395 112，363，235 

ゴミ収集箱設置工事 。 。 。
修 繕 費 930， 160 930， 160 990，000 電子ブレーカー導入工事

支 。 。 。
出

計 930， 160 930， 160 990，000 
の
部 次年度繰越予定額 111， 265， 235 111， 265， 235 111， 373， 235 

メ口h、 計 112， 195，395 112， 195， 395 112，363，235 

2022年4月I日'"'-'2023年3月31日

( 
(棟Jjlj修繕積立金) (単位:円)

メ口〉、 計 前 年 度 予 算 前年度実績 本年度予算
収 棟別修繕積立金 24，157，200 24，157，200 24，157，200 
入

計 24，157，200 24，157，200 24，157，200 σコ
部 前年度繰越金 178，173，780 178，173，780 201，978，980 

メロh、 計 202，330，980 202，330，980 226， 136， 180 

宅配ボックス設置工事 。 。 。
支 修 繕 費 412，000 352，000 0共用廊下建具フランス落取替等
出

計 412，000 352，000 。
。コ
音日 次年度繰越予定額 201，918，980 201，978，980 226， 136， 180 

ぷ口h、 計 202，330，980 202，330，980 226， 136， 180 

( 
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各棟別内訳 (1号棟・ 2号棟・ 3号棟)

2022年4月l日'"'-'2023年3月31日

(棟別修繕積立金) (単位:円)

項 目前年度予算 前年度実績 本年度予算 摘 要

( 1号 棟 69戸)

リ又 棟別修繕積立金 8，912，400 8，912，400 8，912，400 
入

計 8，912，400 8，912，400 8，912，400 
の

音B 前年度繰越金 69，667，084 69，667，084 78，344，084 

計 78，579，484 78，579，484 87，256，484 

宅配ボックス設置工事 。 。 。
支 修 繕 費 255，400 235，400 0共用廊下建具フランス落取替等
出

計 255，400 235，400 。
の

苦E 次年度繰越予定額 78，324，084 78，344，084 87，256，484 

計 78，579，484 78，579，484 87，256，484 

( 2号棟 85戸) 前年度予算 前 年 度 実 績 本年度予算
収 棟別修繕積立金 10，648，800 10，648，800 10，648，800 
入

言十 10，648，800 10，648，800 10，648，800 。っ
O 

吉日 前年度繰越金 67，512，274 67，512，274 78，044，474 

計 78，161，074 78，161，074 88，693，274 

宅配ボックス設置工事 。 。 。
支 修 繕 費 136，600 116，600 0共用廊下建具フランス落取替等
出

計 136，600 116，600 。
の
音日 次年度繰越予定額 78，024，474 78，044，474 88，693，274 

計 78，161，074 78，161，074 88，693，274 

( 3号棟 29戸) 前年度予算 前 年 度 実 績 本年度予算
収 棟別修繕積立金 4，596，000 4，596，000 4，596，000 
入

計 4，596，000 4，596，000 4，596，000 
の
音日 前年度 繰越金 40，994，422 40，994，422 45，590，422 

計 45，590，422 45，590，422 50，186，422 

宅配ボックス設置工事 。 。 。
支 修 繕 費 20，000 。 0共用廊下建具フランス落取替等
出

計 20，000 。 。
。コ O 
音日 次年度繰越予定額 45，570，422 45，590，422 50，186，422 

計 45，590，422 45，590，422 50，186，422 
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出欠通知
私は、 5月22日開催の第30回通常総会への出欠 (0印で表示)を下記の通りご通知いたします。

2022年月 日 サザンヒル八事分譲住宅管理組合

棟 す室

出席欠席 氏名 印

委 任 状(当日欠席され、委任される場合)

私は、 棟 号室の 氏を代理人と定め、 5月22日開催の

第30回通常総会において議決権を行使する事を委任いたします。

2022年月 日 サザンヒル八事分譲住宅管理組合

棟 号室

氏名 印

( 
議決権行使書(当日 欠 席 さ れ 、 議 決 権 を 行 使 さ れ る 場 合)

私は、 5月22日開催の第30回通常総会の各議案について、本書をもって、

下記(賛否をO印で表示)のとおり、議決権を行使し

2022年月日 サザンヒル八事分譲住宅管理組合

棟 時
一
印氏名

※賛・否のいずれかをOで囲んでください。

、

(報告承認事項)

1. 2021年度管理組合業務活動報告

2. 2021年度規約集改正検討委員会活動報告

( |3 m1年度管理組合会計収支決算報告

4. 2021年度管理組合監査報告

5. 2022年度管理組合役員選出

(議案審議事項)

1. 2022年度管理組合業務計画(案)に関する件 賛 否

2. 規約集改正に関する件 賛 否

3. 自然林高木枝打ち3ヵ年計画見直しに関する件 賛 否

4. 電子ブレーカー導入に関する件 賛 否

5. 2022年度管理組合会計収支予算(案) 賛 否

※上記報告承認事項および議案審議事項に関するご質問は裏面へ記載の上ご提出願います。

賛

賛

賛

賛

賛

否

否

否

否

否

※この用紙は切り取らないでいずれか該当する枠内に必要事項を記載の上ご提出下さい。

※委任状に代理人の氏名が記載されていない場合、議決権は議長に一任されたものとみなします。

※議決権行使書は、当日出席出来なくても、書面にて議決権を行使できる為のものです。

※【提出場所15月15日(日)迄に管理人窓口または管理事務所ポストへご投函ください。



<質 問 書 >

※第30回通常総会の議案に関して質問のある方は、事前に本書に記載の上、

提出をお願いいたします。

<質問内容>

サザンヒル八事分譲住宅管理組合

ネ東 号室 氏名

O 

。
r 


